
                           

               

『働き方改革推進支援セミナー』・『働き方改革相談窓口』開催のご案内 
～働き方改革の取組にお困りの方、ご相談ください～ 

 
会員事業者の働き方改革の取組を支援・促進するため、「働き方改革推進支援セミナーと相談窓口」を

同時開催いたします。相談窓口では就業規則の作成方法、賃金規程の見直し、過重労働対策、厚労省の労
働関係助成金の活用など様々なご相談に総合的に対応しますので、参加ご希望の方は、下記に必要記載
事項をご記入の上、FAX にてご返信くださいますようお願い致します。尚、相談窓口を希望される方で、
下記日程にて都合が付かない方には、「神奈川働き方改革推進支援センター」が行っております相談支援
についてご紹介させて頂きますので、申込書の「相談を希望する」にチェックをしてご返信くださいます
ようお願い申し上げます。   

※神奈川働き方改革推進支援センターhttps://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/kanagawa/  
 

１．開催日時 令和５年１１月３０日（木） 

  『 相談窓口① 』 １３：００～１３：５０  ５社 

  『  セミナー  』 １４：００～１４：５０ ３０社 

  『 相談窓口② 』 １５：００～１５：５０  ５社 

  ※セミナーと相談窓口につきましては、いずれかのみの参加も可能です。 

２．会  場 神奈川県トラック総合会館 ６階研修室 （横浜市港北区新横浜 2-11-1） 

３．セミナー内容 『長時間労働をどう減らすか』、『厚労省の労働関係助成金の紹介』等 

４．相談窓口 就業規則・賃金規程の見直し、過重労働対策、厚労省の労働関係助成金の活用など 

５．対 象 者 経営者、労務担当者  

６．定  員   セミナー：３０社程度 相談窓口：①②合計１０社程度 

７．相談員 神奈川働き方改革推進支援センター相談員 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取らずに、このまま FAX してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事業部 SC 統括課宛（ＦＡＸ０４５－４７１－９０５５）          令和  年  月  日 

※お申し込み後、開催の 7日前までに受講票を FAX します。当日ご持参ください。 

※いただいた個人情報は、当該用務以外には使用しません。情報等については厳重に管理します。 

※相談内容につきましては、外部に漏洩することはありません。 

※申込は先着順とさせていただきます。(お問い合わせ先 事業部 SC統括課 045-471-8882) 

会 社 名 会 員 番 号 電 話 番 号 

 

  

         

担 当 者 名 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

  

参加講座 
☑してください 

※セミナー・相談窓口両方参加もしくは
セミナーのみ、相談窓口のみの参加も
可能です。 

※相談窓口を希望される方は①か②のい
ずれか一方を選択してください。 

令和５年１１月３０日（木） 

□ 相談窓口① １３：００～１３：５０  先着 ５社 

□ セミナー   １４：００～１４：５０   先着３０社 

□ 相談窓口② １５：００～１５：５０  先着 ５社 

上記日程で都合が合わない方で、神奈川働き方改革推進支援センターによる相談を希望される方は☑してください。 

後日、日程調整の電話連絡をさせていただきます。 

□ 相談を希望する 

相 談 内 容 

（相談窓口の参加を希望される方は 

チェックをしてください） 

□残業時間の上限規制          □人手不足 

□各種助成金の申請・活用        □最低賃金制度 

□３６協定               □無期転換制度 

□同一労働・同一賃金          □生産性向上への対応 

□就業規則・賃金規定等の見直し     □賃金制度全般 

□テレワーク              □職業分析・職務評価 

□育児・介護制度の整備         □高度プロフェッショナル制度 

□年次有給休暇の取得義務付け 

□その他（                             ） 


